














Ⅱ．一般共通事項 Ⅱ-1

Ⅱ．一般共通事項 
Ⅱ．一般共通事項 
    1. 請負代金の支払い 
        この業務の受注者は、検査職員が行う検査に合格したときは、請負代金の 

    支払いを請求できる。 

        請負代金は、３ケ月毎に支払うものとし、適法な請求書を受理した日から 

９０日以内に浜松医科大学会計課から支払う｡ 

 
    2. 受注者の負担の範囲 
      停電時の作業に使用する電力･用水及び点検等を実施するために必要な仮設 

の費用は、受注者の負担とする。                     

      
    3. 貸与資料 
        竣工図、施工図、機器完成図等、電気工作物保安規程、防災マニュアル  

危険物一般取扱所等災害予防規程                    
      公衆電話回線２回線、構内電回線２回線、構内ＰＨＳ４台        

 
    4. 業務責任者 
      この業務の受注者は、各業務の指揮監督をすると共に、施設管理担当者と 

     業務連絡及び調整を行う者として、専任の統括業務責任者(１名)を配置する。 

      統括業務責任者は下記の条件１）２）を満たす者とする。        

       条１）病院施設における運転・監視又は日常点検・保守業務の実務経験  

              が５年以上を有する者、または平成２１年度以降に病床数５００ 

             以上の病院施設における上記実務経験が２年以上を有する者。  

       条２）下記の運転・監視及び日常点検・保守業務の業務責任者①、②、③ 

             に示す条件のいずれかを満たす者。              

 

        統括業務責任者を補佐するため次の業務責任者を選任すること。     

① 建築業務責任者  建築物の点検保守               

 資格等    １級又は２級建築士又は１級又は２級建築施工管理技士  

② 電気業務責任者兼電気主任技術者 電気設備の運転監視、点検保守  

 資格等  第２種電気主任技術者                 

③ 機械業務責任者  機械設備の運転監視、点検保守         

 資格等  １級ボイラー技士又は第２種冷凍保安責任者       

④ 防災センター業務責任者  防災設備の監視、点検保守        

 資格等  自衛消防業務講習修了者                

⑤ エネルギー管理業務責任者 使用状況の分析、管理計画の作成     

 資格等  エネルギー管理士                   

 電気と機械の業務責任者には、業務を代行するもの（以下「代務者」とい 

う）を選任すること。業務責任者は、受注者の社員より選任すること。   

 なお、防災センター及びエネルギー管理業務責任者は、他の責任者と兼任出 

来るものとする。                            

 

          設備等の区分は次による。                      

  建築物  電気設備、機械設備を除くすべて。            

  電気設備 受変電設備、配電設備、発電設備、静止型電源設備、入退室 





Ⅱ．一般共通事項 Ⅱ-3

     電気主任技術者を変更しようとする場合は、事前に発注者に届出を行い、 

承諾を得るものとする。 

 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり 

電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。             

        自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者と 

して選任する者がその保安のためにする指示に従うこととする。       

     電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運 

用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこととする。           

 電気主任技術者の業務について、この仕様書に定めのない事項及び疑義につ 

いては、施設管理担当者と協議するものとする。                   

 

   7.環境衛生管理体制 

                                          

        

8.危険物一般取扱所等の保安業務 

     本学の危険物一般取扱所（常用・非常用発電機室）、地下タンク貯蔵所の保 

安を確保するため危険物保安監督者を選任し、所轄消防署へ選任届を提出する 

ものとする。                              

 危険物保安監督者は、危険物取扱者甲種、または乙種第4類の免状を有する者 

とする。                                

 危険物保安監督者は、本学の危険物一般取扱所等災害予防規程に従い保安業 

務を行うものとする。                         

 

9.エネルギー管理業務 

        エネルギー管理業務は、ＢＥＭＳ製造業者(アズビル㈱)の参画を有するこ 

ととする。                             

         エネルギー管理士の下に、検針表及び運転・監視記録等を用い、ＢＥＭＳ 

の活用を図り、そして浜松医科大学エネルギーセンターＥＳＣＯ業務と連携 

し、エネルギーに関するデータ収集、各熱源機器の運転性能分析及びエネル 

ギーの把握等を行い、省エネルギーの提案を行うこととする。   

    また、下記に掲げる業務も行うこととする。             

① 管理標準の見直し。                       

  ②エネルギー使用状況届書(５月末日期限)、中長期計画書及び定期報告 

書(7月末日期限)の作成並びにエネルギーに関する各種資料の作成を行う。 

③施設・環境マネジメント委員会及び省エネ講習会の資料作成等に関する協力 

を行う。 

 

  10. 業務担当者 

        業務に従事する業務担当者は、各項の設備ごとに示す条件を満たす者の指示 

のもと業務を履行すること。     

 ①電気設備          第２種電気工事士               

 ②機械設備          ２級ボイラー技士               

③危険物一般取扱所等 危険物取扱者乙種第４類の免状を有する者    

④防災センター業務  自衛消防業務講習修了者            

 









































































































































































































Ⅳ．定期点検等及び保守 Ⅳ-1-1 

Ⅳ．定期点検等及び保守 

 
１． 一般共通事項 

1.1 業務の条件    

      1) 定期点検等及び保守業務において、下記設備の業務については、製造者又は  

       製造者が認める技術者(以下「製造者等」という。)等が行うこととする。     

① 自動扉閉鎖装置 

② 地震計、免震装置 

③ 受変電設備(特別高圧設備、高圧遮断器、高圧真空接触器等) 

④ 発電設備 

⑤ 静止形電源設備 

⑥ 入退出管理設備 

⑦ 監視制御設備 

⑧ 温熱源機器(ボイラ、純水製造装置、小型給湯ボイラ) 

⑨ 冷熱源機器(ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、ｶﾞｽ吸収式冷温水機《ｶﾞｽ重油併用》、ｶﾞｽ吸収式冷温水発生機) 

⑩ 空気調和等関連機器 

(クリーンファンユニット、垂 直 層 流 型 無 菌 病 室 ユ ニ ッ ト 、 水 冷 ヒ ー ト  

ﾎﾟ ﾝ ﾌ ﾟ付 ﾌｧ ﾝ ｺ ｲ ﾙ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ、 液 式 調 湿 空 調 機 ) 

  ※フィルター清掃については、その限りではないこととする。 

⑪ 給排水衛生機器(手洗い水装置、雑用水ろ過装置) 

⑫ 昇降機 

⑬ 気送管設備 

⑭ 小型搬送設備 

⑮ 高圧蒸気滅菌装置 

⑯ 衛生害虫防除（→建築物ねずみ昆虫等防除業登録事業所とすること。） 

 

2) 定期点検等及び保守業務を行う各種設備において、不具合が発生した場合は、 

初期対応(原因調査など)も本業務に含むこととする。             

 

3)  定期点検等及び保守業務を行う者は、運転監視、日常点検・保守及び防災センター監視業 

務を行う者と兼務してはいけないこととする。                

 

1.2 定期点検等及び保守の周期表記 

   定期点検等及び保守の周期の表記は、下記による。 

① 「１Ｗ」は、１週ごとに行うものとする。 

② 「２Ｗ」は、２週ごとに行うものとする。 

③ 「１Ｍ」は、１月ごとに行うものとする。 

④ 「２Ｍ」は、２月ごとに行うものとする。 

⑤ 「３Ｍ」は、３月ごとに行うものとする。 

⑥ 「４Ｍ」は、４月ごとに行うものとする。 

⑦ 「６Ｍ」は、６月ごとに行うものとする。 

⑧ 「２/Ｙ」は、１年に２回行うものとする。 

⑨ 「１Ｙ」は、１年ごとに行うものとする。 

⑩ 「２Ｙ」は、２年ごとに行うものとする。 

⑪ 「３Ｙ」は、３年ごとに行うものとする。 

⑫ 「５Ｙ」は、５年ごとに行うものとする。 

⑬ 「６Ｙ」は、６年ごとに行うものとする。 

⑭ 「１０Ｙ」は、１０年ごとに行うものとする。 

⑮ 「１５Ｙ」は、１５年ごとに行うものとする。   

























































Ⅳ．定期点検等及び保守 Ⅳ-2-23 

2.4.(B)業務要領 免振装置 

第１節 免振装置 

 

    

(1) 

免震装置 

 免震装置の点検項目及び点検内容は、表(1) による。 

 日本免震構造協会の「免震建物維持管理基準」に準拠する。 

表(1)免震装置 

点 検 項 目 点 検 内 容 周期 備  考 

1.免震部材 損傷・発錆の有無を確認する。 ５Ｙ  

  鉛直変位（クリープ）を計測する。 ５Ｙ  

  水平変位を計測する ５Ｙ  

2.免震層・建物外周

部 

 建物と外周部（地盤）とのクリアランスを計測する。 ５Ｙ  

  障害物の有無を確認する。 ５Ｙ  

3.設備配管・配線  形状の変化の有無を確認する。 ５Ｙ  

可撓部  損傷液漏れ等の有無を確認する。 ５Ｙ  

    

 

















































































































































































































































 

Ⅳ．定期点検等及び保守 Ⅳ-4-52 

 ⑭ ＨＥＰＡフィルタの目詰まり確認 

・コイルの目詰まりがない状態で吹出風量が所定の ８

０％を下回っていないかを確認する。 

 

１Ｙ 

 

 ⑮ ＨＥＰＡフィルタの交換 

・ＯＰ室ＯＡ系統のＨＥＰＡフィルターを交換する。 

 

１Ｙ 

 

 ⑯ 風量測定 

 ・吹出面の風速を微風速計にて測定し、吹出有効面積を乗

じて風量を算出する。微風速計のプローブはパンチング

面より５０ｍｍ下流に離して測定する。 

 

１Ｙ 

 

 ⑰ 冷暖房運転吹出温度の確認 

 ・冷房又は暖房運転時に全ての室内機より冷風が吹くこと

を確認する。 

 

１Ｙ 

 

 ⑱ コイルの目詰まり 

 ・吹出風量が所定の８０％を下回る場合は、コイルの清掃

を行う。コイルの清掃吸込口一体型の場合は、吸込口側

から行う。ダクト接続型の場合は、ドレンパンを外し、

下面隙間からブラシ等で埃を除去する。 

 

１Ｙ 

 

 ⑲ ガス漏れ点検 

・屋外機にてガス不足が確認された場合は、室内機内及び

フレア接続部のガス漏れチェックを行う。 

 

１Ｙ 

 

 ⑳ 室外機の点検 

・圧縮機の異常の有無を確認する。 

  ・熱交換器の温度異常の有無を確認する。 

 ・熱交換器の汚れを確認し、必要に応じて清掃する。 

 ・冷媒漏れがないかを確認する。 

 ・保護機器の動作確認を行なう。 

 ・電圧、電流、絶縁抵抗を測定する。 

 ・内機外機の制御動作確認を行なう。 

 

１Ｙ 

１Ｙ 

１Ｙ 

１Ｙ 

１Ｙ 

１Ｙ 

１Ｙ 

 

 ㉑ 環境測定 

・空気中に浮遊する塵埃をパーティクルカウンターによっ

て、その数量をカウントし、空気中の直径0.5μｍ以上

の塵埃数を積算して３回測定する。清浄度クラスの判定

は米国連邦規209dを基準に判断する。 

 ・ＯＰ室(計１２室)において、クリーンファン運転開始か

らの清浄度立上がり検査（測定ポイント：各室５ポイン

ト）を行う。 

 

１Ｙ 

 

 

 

１Ｙ 
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